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八王子駅周辺地区駐車場地域ルールのご案内 
１ 八王子駅周辺地区駐車場地域ルールの目的 

（１）八王子駅周辺地区駐車場地域ルール（以下「地域ルール」という。）は、東京都駐車場条例

（以下「都条例」という。）第１７条第１項第１号等に基づく駐車施設の附置義務基準につ

いて、地区特性に応じた駐車施設の附置の特例を受けるための整備基準として定めたもので

す。 

（２）附置義務駐車施設の適切な確保と運用に取り組み、八王子駅周辺地区の良好な交通環境の形

成やまちの回遊性、防災性の向上を図ることを目的に、令和８年（２０２６年）４月より、

地域ルールの運用を開始しました。 

 

 

２ 地域ルールの対象 

（１）対象 

都条例に基づく附置義務駐車施設の建築主及び所有者（以下「建築主等」という。）が希望す

る場合に、所定の審査を経て地域ルールを活用することができます。 

ア：特定用途建築物の建築主等 

イ：非特定用途建築物のうち共同住宅の建築主等 

（２）適用エリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附置義務駐車施設の整備状況 八王子駅周辺地区の旧耐震基準相当 

の建築物割合（令和５年１月時点） 

 

 

旭町 

横山町 

寺町 

明神町四丁目 

明神町三丁目 

令和８年（2026年）４月 発行 

八王子市都市計画部土地利用計画課 



2 

 

３ 地域ルールでできること 

（１）附置義務駐車施設の台数低減 

建築主等の過度な駐車施設整備負担を軽減し老朽建築物の建替えを促すため、建築主等※が確保

すべき附置義務駐車施設の台数を、当該対象建築物に生じる駐車実績に基づく台数まで低減す

ることができます。 

※ 建築主等において駐車実績を調査していただきます。 

 

 

 

 

 

 

（２）附置義務駐車施設の隔地 

建築物低層階の有効利用促進とまちの回遊性向上、歩行者や走行車両等の円滑な交通環境の形

成を促すため、対象建築物のうち、次に掲げる建築物の建築主等※は、附置義務駐車施設を隔地

することができます。 

※ 建築主等において隔地先駐車施設を確保していただきます。 

 

ア：特定路線のみに面する建築物 

イ：敷地内に附置義務駐車施設を設けることにより、当該対象建築物の低層部に「八王子市中

心市街地まちづくり方針」で示す商業、業務、文化芸術、福祉、生活サービス機能等の導

入が困難となる小規模建築物(敷地面積が概ね５００㎡以下の建築物) 

ウ：ア及びイ以外の建築物で、附置義務駐車施設を隔地することが良好な交通環境の形成やま

ちの回遊性の向上に有効と認められる建築物（原則、その建築物の敷地内に駐車施設を確

保していただきます。） 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

駐車施設の隔地イメージ 

 

 

 

 

 

各建築物に駐車施設を確保 
駐車施設を隔地 

（建築主等が隔地先を確保） 

都条例 駐車場地域ルール 

駐車施設の台数低減イメージ 

 

 

 

 

 荷捌車 

荷捌車 

建築主等が駐車需用台数を算出 

都条例 駐車場地域ルール 

一般車 
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４ 申請及び審査手続き  

運用組織が、建築主等からの申請について、その内容、根拠等に対する審査機関の審査結果及び

地域まちづくり貢献策の実施内容等を踏まえて、地域ルールの適用可否を決定します。 

 

審査フロー１から５の詳細は、「八王子駅周辺地区駐車場地域ルール運用指針」ｐ.５９～７１を

ご確認ください。 

※ 運用組織は、一般財団法人 八王子市まちづくり公社が担います。 

※ 審査機関は、運用組織と独立した第三者機関が担います。 

※ 運用懇談会は、地域関係者や関係行政機関からなる意見聴取の場です。 
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５ 地域ルール適用後の対応 

 地域ルールの適用を受けた建築主等には、八王子駅周辺地区駐車場地域ルール第１５条に基づき

以下のとおり駐車施設の維持管理を実施していただきます。 

（１）地域ルールの趣旨及び目的に沿って駐車施設が常時適法な状態で利用されるよう、駐車施設

を維持管理してください。 

（２）毎年度当該駐車施設の利用状況を運用組織に報告してください。 

 

６ 審査手数料 

地域ルール適用承認申請の手続きをするための費用として、あらかじめ以下の審査手数料を運用

組織にお支払いいただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

７ 地域まちづくり貢献策等の実施  

地域ルールの適用を受けた建築主等には、以下の地域まちづくり貢献策を行っていただきます。

ただし、対象建築物の敷地規模や構造の理由等により地域まちづくり貢献策を実施することが難し

い場合は、地域まちづくり貢献策の一部又は全てを地域まちづくり協力金の拠出に代えることがで

きます。 

（１）地域まちづくり貢献策 

集約駐車施設や地域共同荷捌車駐車場、駐輪場等良好な交通環境の形成又はまちの回遊性の向

上に資するものとし、具体的な整備内容は市と協議し決定します。 

（２）地域まちづくり協力金 

地域ルールを適用して低減した台数及び隔地した台数の合計台数に対し、１台につき２００万

円（台数に応じた金額）を運用組織に拠出いただきます。 

 

８ 問合せ先 

（１）地域ルールの事前相談に関すること 

八王子市都市計画部土地利用計画課 

電話：０４２－６２０－７３０１（平日９：００～１７：００） 

（２）地域ルールの適用申請について 

運用組織：一般財団法人 八王子市まちづくり公社 事業課 

電話：０４２－６４４－７６１１（平日９：００～１７：００） 


